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 （趣旨） 

第１条 この規程は、金沢美術工芸大学（以下「本学」という。）における、公的団体等か

らの制作等の依頼の取扱いに関し、必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この規程において「制作等の依頼」とは、公的団体等が本学に対し、特定の教員を

指定することなく作品制作及び研究、試験、調査等（以下「制作等」という。）を依頼す

ることをいう。 

２ この規程において「公的団体等」とは、国、金沢市を含む地方公共団体、社会教育等関

係団体、民間企業及び私人等（以下「依頼者」という。）をいう。 

 （制作等依頼の申込み） 

第３条 依頼者が制作等の依頼を申し込む場合は、制作等依頼申込書（別記様式１号。以下

「申込書」という。）を学長に提出しなければならない。 

  （制作等担当者の決定） 

第４条 学長は、前条の申込書を受理した場合、教育研究審議会の意見を聴き、次に掲げる

事項に配慮し当該制作等を担当する教員（以下「制作等担当者」という。）を決定するも

のとする。 

(1) 制作等の目的、内容及び条件 

(2) 本務の教育、研究への支障 

(3) 職務との利害関係の発生 

(4) その他必要な事項  

２ 学長は、前項の決定をした場合、依頼者及び制作等担当者に対し制作等担当者決定通知

書（別記様式２号）をもって、その旨を通知する。 

 （兼業許可の申請） 

第５条 制作等担当者は、職務外職務として勤務時間外に制作及び研究等を行うものとし、

学長を経由して理事長あてに、兼業許可申請書（別記様式３号）を提出し、許可を得なけ

ればならない。 

２ 制作等担当者は、当該制作等に院生及び学生を従事させる計画がある場合、従事承諾書

（別記様式４号）により、事前に承諾を得ておかなければならない。 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、制作等の依頼に関し必要な事項は、学長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 22年４月１日から施行する。 


